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○なら食と農の魅力創造国際大学校条例 

昭和五十八年三月十九日 

奈良県条例第十四号 

改正 昭和六〇年三月二九日条例第二二号 

昭和六一年三月二八日条例第二七号 

平成元年三月三一日条例第三〇号 

平成一七年七月一日条例第七号 

平成二六年三月二八日条例第五五号 

平成二六年七月一〇日条例第九号 

平成二八年三月二八日条例第四九号 

平成三一年三月二二日条例第二九号 

令和三年三月三〇日条例第六四号 

〔奈良県農業大学校条例〕をここに公布する。 

なら食と農の魅力創造国際大学校条例 

(平二六条例九・改称) 

(設置) 

第一条 就農意欲の高い者に対し、農業経営及び農業技術等に関する実践的な能力を修得さ

せることにより、新規の農業経営者を養成するとともに、飲食業への就業意欲の高い者に

対し、飲食業経営、調理技術等に関する実践的な能力を修得させることにより、新規の飲

食業経営者を養成し、もつて地域の振興に寄与するため、なら食と農の魅力創造国際大学

校(以下「大学校」という。)を桜井市に設置する。 

2 大学校に、飲食業経営、調理技術等の実践的な能力を習得させるため、実践オーベルジ

ュ棟を設置する。 

3 大学校に、大学校の有する教育機能の向上、食と農を通じた交流の促進及び地域の活性

化に寄与するため、なら食と農の魅力創造国際大学校附属セミナーハウス(以下「セミナ

ーハウス」という。)を設置する。 

(平一七条例七・平二六条例五五・平二六条例九・令三条例六四・一部改正) 

(学科、修業期間等) 

第二条 大学校の学科は、アグリマネジメント学科及びフードクリエイティブ学科とし、修

業期間は、原則として二年とする。 

2 大学校は、前項に定めるもののほか、短期の研修を行うものとし、その内容及び修業期
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間は、知事が定める。 

(平一七条例七・全改、平二六条例九・一部改正) 

(入学等の資格) 

第三条 大学校に入学することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に

よる高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると知事が認めた者とする。 

2 短期の研修を受けることができる者は、農業を営む者、飲食業を営む者その他知事が研

修を受けさせることが適当と認めた者とする。 

(平一七条例七・平二六条例九・一部改正) 

(入学等の承認) 

第四条 大学校に入学しようとする者又は短期の研修を受けようとする者は、知事の承認を

受けなければならない。 

(平一七条例七・平二六条例九・一部改正) 

(入学考査料) 

第五条 大学校の入学を志願する者は、次の入学考査料を県に納付しなければならない。 

一 アグリマネジメント学科 二千二百円 

二 フードクリエイティブ学科 一万七千円 

2 入学考査料は、入学願書に添えて納付しなければならない。 

3 知事は、特別な理由があると認めるときは、入学考査料の全部又は一部を免除すること

ができる。 

4 既納の入学考査料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る既

納の入学考査料については、この限りでない。 

一 出願の受付後に出願の資格のない者であることが判明した者で個別学力検査が行わ

れなかつた者 

二 前号に掲げる者のほか、知事が必要があると認める者 

5 前項第一号に該当する者に還付する入学考査料の額は、規則で定める。 

(平二六条例九・追加) 

(入学料) 

第六条 第四条の規定により大学校に入学を承認された者は、次の入学料を県に納付しなけ

ればならない。 

一 アグリマネジメント学科 五千六百五十円 

二 フードクリエイティブ学科 二十八万二千円 
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2 入学料は、入学手続をする際に納付しなければならない。 

3 知事は、特別な理由があると認めるときは、入学料の全部又は一部を免除することがで

きる。 

4 既納の入学料は、還付しない。ただし、知事が必要があると認めるときは、この限りで

ない。 

(平二六条例九・追加) 

(授業料等) 

第七条 大学校に入学した者は、授業料を納めなければならない。 

2 授業料の額は、次のとおりとする。 

一 アグリマネジメント学科 十一万八千八百円 

二 フードクリエイティブ学科 五十三万五千八百円 

3 授業料は、次の期に分かち、知事の指定する期日に納めなければならない。ただし、知

事が特別の理由があると認めるときは、授業料を分割して納めさせることができる。 

学科 前期 後期 

アグリマネジメント学科 五万九千四百円 五万九千四百円 

フードクリエイティブ学科 二十六万七千九百円 二十六万七千九百円 

4 大学校が行う短期の研修を受ける者は、受講料を知事の指定する期日までに納めなけれ

ばならない。 

5 前項の受講料の一回当たりの額は、次の表のとおりとする。 

種別 全日研修 半日研修 

アグリマネジメント学科に係る研修 七百円 三百五十円 

フードクリエイティブ学科に係る研修 三千三百円  

6 知事は、特別の理由があると認めるときは、授業料又は受講料の全部又は一部を免除す

ることができる。 

7 既納の授業料又は受講料は、還付しない。ただし、知事が必要があると認めるときは、

この限りでない。 

(昭六〇条例二二・昭六一条例二七・平一七条例七・一部改正、平二六条例九・旧

第五条繰下・一部改正、平二八条例四九・一部改正) 

(手数料) 

第八条 大学校において、次項各号に掲げる証明を受けようとする者は、手数料を納めなけ

ればならない。 
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2 手数料の額は、次のとおりとする。 

一 卒業証明(卒業見込証明を含む。) 一件につき 五百円 

二 成績証明 同 五百円 

三 在学証明(在学した期間の証明を含む。) 同 五百円 

四 進学に関する証明(調書を含む。) 同 五百円 

3 手数料は、証明を受けようとする際、納めなければならない。 

4 前三項の規定は、在学中の者については、適用しない。 

(昭六〇条例二二・平元条例三〇・一部改正、平二六条例九・旧第六条繰下) 

(使用の承認) 

第九条 実践オーベルジュ棟の別表第一又はセミナーハウスの別表第二に掲げる施設、設備

等を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。 

2 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしないことがで

きる。 

一 大学校の設置目的に違反するとき。 

二 公益を害するおそれがあるとき。 

三 実践オーベルジュ棟又はセミナーハウスの施設、設備等を損傷し、又は滅失させるお

それがあるとき。 

四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条

第二号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。 

五 実践オーベルジュ棟又はセミナーハウスの管理上支障があるとき。 

3 知事は、使用の承認をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付

することができる。 

(平二六条例九・追加・旧第七条繰下、令三条例六四・一部改正) 

(使用の承認の取消し等) 

第十条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用

を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。 

一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

二 偽りその他不正の手段によつて使用の承認を受けたとき。 

三 使用の承認の条件に違反したとき。 

四 前条第二項各号のいずれかに該当することとなつたとき。 

五 公益上特に必要があるとき。 
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(平二六条例九・追加・旧第八条繰下) 

(損害賠償) 

第十一条 実践オーベルジュ棟又はセミナーハウスの施設、設備等を損傷し、又は滅失した

者は、その損害を賠償しなければならない。 

2 知事は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事

情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。 

(平二六条例九・追加・旧第九条繰下、令三条例六四・一部改正) 

(使用料) 

第十二条 使用の承認を受けた者は、実践オーベルジュ棟にあつては別表第一に、セミナー

ハウスにあつては別表第二に定める額の使用料を、規則で定めるところにより、納めなけ

ればならない。 

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除するこ

とができる。 

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この

限りでない。 

(平二六条例九・追加・旧第十条繰下、令三条例六四・一部改正) 

(指定管理者の指定等) 

第十三条 実践オーベルジュ棟又はセミナーハウスの管理は、地方自治法(昭和二十二年法

律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事

が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。 

2 奈良県議会の議員、知事、副知事並びに地方自治法第百八十条の五第一項及び第二項に

規定する委員会の委員又は委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれ

らに準ずべき者、支配人及び清算人(以下「役員等」という。)である法人は、主として実

践オーベルジュ棟又はセミナーハウスの管理を行う指定管理者になることができない。た

だし、知事、副知事並びに同条第一項及び第二項に規定する委員会の委員又は委員が役員

等である法人で地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百二十二条に規定する

もの(県が出資しているものに限る。)については、この限りでない。 

3 第一項の規定による指定を受けようとするものは、知事が別に定める期日までに、規則

で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

一 実践オーベルジュ棟又はセミナーハウスの管理に関する事業計画書 

二 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類 
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4 知事は、前項の規定による提出があつたもののうち、提出された事業計画書等により、

次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定するも

のとする。 

一 住民の平等な利用が確保されること。 

二 施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理運営が行われるものであるこ

と。 

三 事業計画書に沿つた管理を安定して行うために必要な経理的及び技術的な基礎を有

していること。 

四 前三号に掲げるもののほか、知事が大学校の設置目的を達成するために必要と認める

基準 

(平二六条例九・追加・旧第十一条繰下、令三条例六四・一部改正) 

(指定管理者が行う管理の基準) 

第十四条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基

準に従つて実践オーベルジュ棟又はセミナーハウスの管理を行わなければならない。 

(平二六条例九・追加・旧第十二条繰下、令三条例六四・一部改正) 

(指定管理者に行わせることができる業務の範囲等) 

第十五条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

一 第十条に規定する施設の使用の承認に関する業務 

二 第十一条の規定による施設の使用の承認の取消し等に関する業務 

三 実践オーベルジュ棟又はセミナーハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)

の収受等に関する業務 

四 実践オーベルジュ棟又はセミナーハウスの施設、設備等の維持管理に関する業務 

五 実践オーベルジュ棟又はセミナーハウスの利用の促進に関する業務 

六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務 

2 知事は、前項の範囲のうち指定管理者に行わせることとした管理に係る業務を行わない

ものとする。 

(平二六条例九・追加・旧第十三条繰下・一部改正、令三条例六四・一部改正) 

(利用料金) 

第十六条 第十三条第一項の規定により実践オーベルジュ棟又はセミナーハウスの管理を

指定管理者に行わせる場合にあつては、施設、設備等の使用者は、利用料金を指定管理者

に支払わなければならない。 
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2 利用料金の額は、実践オーベルジュ棟にあつては別表第一に、セミナーハウスにあつて

は別表第二に定める使用料の額を超えない範囲内において、あらかじめ知事の承認を受け

て指定管理者が定めるものとする。 

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。 

4 指定管理者は、知事の定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することが

できる。 

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、知事の定めるところにより、指定管理者が特

別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

(平二六条例九・追加・旧第十四条繰下・一部改正、令三条例六四・一部改正) 

(その他) 

第十七条 この条例に定めるもののほか、大学校の管理運営に関し必要な事項は、知事が別

に定める。 

(平二六条例九・旧第七条繰下・旧第十五条繰下) 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。 

(奈良県農業大学校設置条例等の廃止) 

2 次に掲げる条例は、廃止する。 

一 奈良県農業大学校設置条例(昭和四十五年九月奈良県条例第十九号) 

二 奈良県農業大学校における授業料等に関する条例(昭和四十六年三月奈良県条例第五

十号) 

(経過措置) 

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の奈良県農業大学校設置条例に基づ

く奈良県農業大学校(以下「旧大学校」という。)に在学している者は、この条例第二条に

規定する大学校の教育部に編入するものとする。 

4 前項の規定により、編入される者に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

5 第六条第一項から第三項までの規定は、昭和五十八年三月三十一日以前に旧大学校を卒

業し、又は退学した者に係る手数料について準用する。 

別表第一(第九条、第十二条、第十六条関係) 

(平二六条例九・追加・一部改正、平三一条例二九・一部改正、令三条例六四・旧

別表・一部改正) 
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一 実践オーベルジュ棟の施設及びその使用料 

施設 使用料 

実践バンケット 午前(午前九時から正午まで) 五千四百円 

午後(午後一時から午後五時まで) 七千三百円 

午前・午後(午前九時から午後五時ま

で) 

一万二千八百円 

夜間(午後六時から午後九時まで) 七千百円 

午後・夜間(午後一時から午後九時ま

で) 

一万四千円 

全日(午前九時から午後九時まで) 一万八千三百円 

宿泊

室 

スイートルーム 一室一泊 五万六千円 

ツインルーム 一室一泊 二万三千四百円 

二 実践オーベルジュ棟の設備等及びその使用料 

規則で定める設備等について当該規則で定める額 

別表第二(第九条、第十二条、第十六条関係) 

(令三条例六四・追加) 

一 セミナーハウスの施設及びその使用料 

施設 使用料 

セミナールーム1 午前(午前九時から正午まで) 四、五〇〇円 

午後(午後一時から午後五時まで) 六、〇〇〇円 

午前・午後(午前九時から午後五時まで) 一〇、四〇〇円 

夜間(午後六時から午後九時まで) 五、八〇〇円 

午後・夜間(午後一時から午後九時まで) 一一、五〇〇円 

全日(午前九時から午後九時まで) 一四、九〇〇円 

セミナールーム2 午前(午前九時から正午まで) 二、二〇〇円 

午後(午後一時から午後五時まで) 二、九〇〇円 

午前・午後(午前九時から午後五時まで) 五、〇〇〇円 

夜間(午後六時から午後九時まで) 二、八〇〇円 

午後・夜間(午後一時から午後九時まで) 五、五〇〇円 

全日(午前九時から午後九時まで) 七、一〇〇円 
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調理実習室 午前(午前九時から正午まで) 二、八〇〇円 

午後(午後一時から午後五時まで) 三、七〇〇円 

午前・午後(午前九時から午後五時まで) 六、四〇〇円 

夜間(午後六時から午後九時まで) 三、六〇〇円 

午後・夜間(午後一時から午後九時まで) 七、一〇〇円 

全日(午前九時から午後九時まで) 九、二〇〇円 

宿

泊

室 

ツインルーム 一室一泊 一九、六〇〇円 

シングルルー

ム 

大学校の学生が使用す

る場合 

一室一月 二五、八〇〇円 

一室一泊 一、四〇〇円 

その他の者が使用する

場合 

一室一泊 五、一〇〇円 

二 セミナーハウスの設備等及びその使用料 

規則で定める設備等について当該規則で定める額 

附 則(昭和六〇年条例第二二号)抄 

(施行期日等) 

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。 

(経過措置) 

3 施行日の前日において医科大学、医科大学大学院、短期大学、高等学校又は農業大学校

に在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。 

附 則(昭和六一年条例第二七号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第十二条及び第十八条の規

定並びに第二十七条の規定(奈良県立学校における授業料等に関する条例第七条の改正規

定を除く。)並びに附則第五項及び第六項の規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

(経過措置) 

5 昭和六十二年三月三十一日に医科大学、医科大学大学院、短期大学、高等学校又は農業

大学校に在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。 

6 昭和六十二年四月一日以後に高等学校に転学、編入学又は再入学をした者に係る授業料

の額については、その者の属する学年に在学している者の授業料の額と同額とする。 

附 則(平成元年条例第三〇号)抄 

(施行期日) 
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1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。 

附 則(平成一七年条例第七号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正前の奈良県農業大学校条例(以下「改正前の条例」という。)第二条第一項の教育部

は、改正後の奈良県農業大学校条例第二条第一項の規定にかかわらず、平成十八年三月三

十一日において当該教育部に在学している者が当該教育部に在学しなくなる日までの間、

なお存続するものとする。 

3 平成十八年三月三十一日において、改正前の条例の規定に基づく奈良県農業大学校に在

学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。 

附 則(平成二六年条例第五五号) 

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則(平成二六年条例第九号) 

(施行期日) 

1 この条例中第一条の規定は平成二十七年四月一日から、第二条及び次項の規定は平成二

十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

一 附則第四項の規定 公布の日 

二 第二条中第十五条を第十七条とする改正規定、第十四条第一項の改正規定、第十四条

を第十六条とする改正規定、第十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、第十三条を

第十五条とし、第六条から第十二条までを二条ずつ繰り下げる改正規定、第五条を第七

条とし、第四条の次に二条を加える改正規定、別表の改正規定並びに附則第三項の規定 

平成二十七年九月一日 

(経過措置) 

2 なら食と農の魅力創造国際大学校は、第二条の規定による改正後のなら食と農の魅力創

造国際大学校条例(次項において「改正後の条例」という。)第一条第一項の規定にかかわ

らず、規則で定める日まで桜井市及び橿原市に置くものとする。 

(規則で定める日＝平成二八年規則第七号で、平成二八年八月三一日) 

3 第二条中第十五条を第十七条とする改正規定、第十四条第一項の改正規定、第十四条を

第十六条とする改正規定、第十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、第十三条を第十
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五条とし、第六条から第十二条までを二条ずつ繰り下げる改正規定、第五条を第七条とし、

第四条の次に二条を加える改正規定並びに別表の改正規定の施行前に第二条の規定によ

る改正前の奈良県農業大学校条例第一条第一項に規定する奈良県農業大学校に入学した

者に係る入学料及び授業料については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

(準備行為) 

4 第一条の規定による改正後の奈良県農業大学校条例(この項において「改正後の条例」と

いう。)第十三条第一項の規定による指定管理者の指定及び当該指定に関し必要なその他

の行為は、第一条の規定の施行前においても、改正後の条例第十三条第一項の規定の例に

より行うことができる。 

附 則(平成二八年条例第四九号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則(平成三一年条例第二九号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第五項の規定 公布の日 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四

第七項の規定により使用の許可を受けている者の当該使用に係る使用料については、なお

従前の例による。 

(この条例の施行の日以後の利用料金の額の定め) 

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用料金の額の定めは、施行日前

においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による使用料の額を超えない

範囲内において、行うことができる。 

附 則(令和三年条例第六四号) 

(施行期日) 

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、

公布の日から施行する。 

(準備行為) 
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2 この条例による改正後のなら食と農の魅力創造国際大学校条例(以下「新条例」という。)

第十三条第一項の規定による指定管理者の指定及び当該指定に関し必要なその他の行為

は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により

行うことができる。 

3 前項の規定により指定を受けた者は、施行日前においても、新条例第十五条第一項に規

定する業務の開始に必要な準備行為を行うことができる。 

(施行日以後の利用料金の額の定め) 

4 施行日以後の利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例の規定による使用

料の額を超えない範囲内において、行うことができる。 

 


